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第１章 交通バリアフリー法の概要 

 

１．法の目的 
交通バリアフリー法とは、正式には「高齢者、身体障害者等の公共交通機関

を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」と言い、平成 12 年 11 月 15 日に

施行されました。 

この法律は、高齢者の方、身体障害者の方、そのほか妊産婦の方などの公共

交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図るために、駅やバスタ

ーミナルなどの「旅客施設」、鉄道やバスなどの「車両」、駅などを中心とした

一定の地区における周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を推進

することを目的としています。 

 

２．法の仕組み 
交通バリアフリー法には、以下の内容が位置付けられています。 

①主務大臣による基本方針の作成 

国土交通大臣、国家公安員会及び総務大臣が、バリアフリー施策を総合的か

つ計画的に推進するための「基本方針」を定めています。 

②交通事業者に対するバリアフリー基準適合義務 

鉄道などを運行する交通事業者が、駅やバスターミナルなどを新しく建設す

る場合、あるいは鉄道車両やバスなどを新しく導入する場合には、エレベータ

などの設置や低床バスの導入など「バリアフリー基準」へ適合させることを義

務づけています。 

③市町村による基本構想の作成 

市町村は、国が定めた基本方針に基づき、藤代駅など一定規模の駅（特定旅

客施設）などを中心とした地区（重点整備地区）について、駅などの旅客施設、

周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進

するため、その重点整備地区におけるバリアフリー化のための方針や実施する

事業を内容とする「基本構想」を作成することができます。 

④基本構想に基づく事業の実施 

鉄道などを運行する交通事業者や、茨城県や藤代町など道路管理者及び都道

府県公安委員会は、それぞれ具体的な事業計画（特定事業計画）を作成し、バ

リアフリー化のための事業を実施します。 
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⑤バリアフリー化に関する情報の提供 

安心して公共交通機関を利用していただけるよう、駅施設などのバリアフリ

ー化の状況について情報を提供します。 

 

３．国の基本方針（バリアフリー化の目標） 
基本方針の中で、バリアフリー化の目標として、以下の内容が示されていま

す。（藤代町に関係するもののみ抜粋） 

①旅客施設 

2010 年までに、１日当たりの平均的な利用者の数が 5,000 人以上の鉄道駅

（藤代駅は 16,000 人程度）、バスターミナル等について、 

・段差の解消 

・視覚障害者誘導ブロックの整備 

・身体障害者用のトイレの設置 

等のバリアフリー化を実施する。 

②車両等 

鉄道車両については 2010 年までに全車両の約 30％をバリアフリー化、乗合バ

ス車両については、原則として 10～15 年で全車両を低床化された車両に入れ替

え、そのうち、2010 年までには 20～25％はノンステップバスにする。 

③一般交通要施設 

重点整備地区の主要な特定経路を構成する道路、駅前広場、通路等について、

原則として 2010 年までにバリアフリー化を実施する。 

④信号機等 

2010 年までに、音響信号機、高齢者等感応信号機等の信号機の設置、歩行者

用道路であることを表示する道路標識の設置、横断歩道であることを表示する

道路標識の設置等のバリアフリー化を原則としてすべての特定経路を構成する

道路において実施する。 
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４．公共交通事業者が講ずべき措置 
①旅客施設 

鉄道などを運行する交通事業者が、駅やバスターミナルなどを新しく建設す

る場合は、出入口からすべての乗降場に至るまで円滑に移動できる経路を確保

することが求められます。 

②車両等 

鉄道車両やバスなどを新しく導入する場合には、高齢者、身体障害者等の乗

降や車内の移動が容易な設備とすることが求められます。 

③ソフト面 

視覚情報、聴覚情報により案内情報をわかりやすく適切に提供することが求

められます。また、職員に対する一層の教育訓練も努力義務とされています。 

 

 

５．基本構想の策定とそれに基づく事業の実施 
①市町村による基本構想の策定 

市町村は、主として交通施設等の障害の解消を図る目的で、関係者や関係機

関と協議の上、特定旅客施設（藤代町の場合は藤代駅）を中心とした徒歩圏内

の地区（重点整備地区）について、円滑に移動できるようにするために実施す

べき事業等を記載した「基本構想」を策定します。 

これにより、複数の事業主体による駅や鉄道、バス、駅前広場、道路、信号

などが一体的にバリアフリーの視点で計画され、整備されることになり、移動

の円滑化に必要な連続性が確保されることになります。 

②基本構想に基づく事業の実施 

基本構想が策定された場合、公共交通事業者・道路管理者・公安委員会は、

基本構想に即して特定事業計画を作成し、バリアフリー化のための事業を重点

的かつ一体的に実施するものとされています。 
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